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○
経
済
産
業
省
告
示
第
六
十
六
号

電
気
関
係
報
告
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
第
一
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る

。
平
成
十
六
年
三
月
一
日

経
済
産
業
大
臣

名

電
気
関
係
報
告
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
第
一
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
別
に
告
示
す
る
主

要
電
気
工
作
物
を
構
成
す
る
設
備
（
以
下
「
主
設
備
」
と
い
う
。
）
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
一

水

力

発

電

所

主

要

電

気

工

作

物

主

設

備

ダ

ム

ダ

ム

及

び

副

ダ

ム

、

洪

水

吐

き

、

洪

水

吐

き

ゲ

ー

ト

（

洪

水

吐

き

ゲ

ー

ト

に

附

属

す

る

開

閉

装

置

及

び

角

落

し

を

含

む

。

）

及

び

排

砂

ゲ

ー

ト

（

排

砂

ゲ

ー

ト

に

附

属

す

る

開

閉

装

置

及

び

角

落

し

を

含

む

。

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

、

余

水

路

、

排

砂

水

路

、

流

木

路

、

舟

ば

つ

路

及

び

魚

道

並

び

に

ダ

ム

の

護

岸

取

水

設

備

取

水

口

、

取

水

口

に

あ

る

制

水

門

（

制

水

門

に

附

属

す

る

開

閉

装

置

及

び

角

落

し

を

含

む

。

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

及

び

排

砂

ゲ

ー

ト

、

排

砂

水

路

及

び

余

水

路

、

除

塵

設

備

並

び

に

取

水

設

備

の

護

岸

沈

砂

池

沈

砂

池

（

沈

砂

池

に

附

属

す

る

制

水

門

を

含

む

。

）

、

排

砂

ゲ

ー

ト

、

排

砂
路

及

び

余

水

路

、

除

塵

設

備

並

び

に

沈

砂

池

の

護

岸

導

水

路

開

き

ょ

、

蓋

き

ょ

、

ト

ン

ネ

ル

、

水

路

橋

、

水

路

管

、

と

い

、

制

水

門

及

び

排

砂

ゲ

ー

ト

、

排

砂

水

路

並

び

に

除

塵

設

備

放

水

路

放

水

路

及

び

放

水

路

の

護

岸
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ヘ

ッ

ド

タ

ン

ク

ヘ

ッ

ド

タ

ン

ク

、

排

砂

ゲ

ー

ト

、

排

砂

水

路

及

び

余

水

路

、

除

塵

設

備

並
び

に

ヘ

ッ

ド

タ

ン

ク

及

び

余

水

路

の

護

岸

サ

ー

ジ

タ

ン

ク

サ

ー

ジ

タ

ン

ク

及

び

放

水

路

サ

ー

ジ

タ

ン

ク

水

圧

管

路

水

圧

管

（

水

圧

管

に

附

属

す

る

制

水

弁

を

含

む

。

）

、

空

気

管

（

空

気

管

に

附

属

す

る

弁

を

含

む

。

）

及

び

排

水

管

（

排

水

管

に

附

属

す

る

弁

を

含

む

。

）

、

空

気

弁

及

び

排

水

弁

、

水

圧

管

の

ア

ン

カ

ー

ブ

ロ

ッ

ク

、

支

台

並

び

に

水

圧

管

路

の

路

面

及

び

側

壁

水

車

水

車

及

び

揚

水

用

の

ポ

ン

プ

水

車

（

水

車

又

は

揚

水

用

の

ポ

ン

プ

水

車

に

附

属

す

る

制

圧

機

、

デ

フ

レ

ク

タ

、

調

速

機

、

圧

油

装

置

、

吸

出

管
及

び

吸

出

管

の

付

属

加

圧

管

を

含

む

。

）

揚

水

式

発

電

所

に

お

け

る

揚

揚

水

用

の

ポ

ン

プ

（

揚

水

用

の

ポ

ン

プ

に

附

属

す

る

電

動

機

を

含

む

水

用

ポ

ン

プ

。

）

貯

水

池

貯

水

池

の

法

面

及

び

底

面

、

余

水

吐

き

及

び

排

砂

ゲ

ー

ト

、

余

水

路

及

び

排

砂

水

路

並

び

に

湛

水

地

域

の

護

岸

調

整

池

調

整

池

の

法

面

及

び

底

面

、

余

水

吐

き

及

び

排

砂

ゲ

ー

ト

、

余

水

路

及

び

排

砂

水

路

並

び

に
湛

水

地

域

の

護

岸

発

電

機

出

力

三

万

キ

ロ

ワ

発

電

機

及

び

揚

水

式

発

電

用

の

発

電

電

動

機

（

発

電

機

又

は

発

電

電

（

ッ

ト

以

上

の

も

の

に

限

る

。

動

機

に

附

属

す

る

励

磁

装

置

及

び

冷

却

装

置

を

含

む

。

）

）変

圧

器

（

電

圧

十

七

万

ボ

ル

変

圧

器

（

変

圧

器

に

附

属

す

る

冷

却

装

置

、

窒

素

封

入

装

置

及

び

電

ト

以

上

か

つ

容

量

が

十

万

キ

圧

調

整

装

置

を

含

む

。

）
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ロ

ボ

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

も

の

に

限

る

。

以

下

次

号

か

ら

第

七

号

ま

で

に

お

い

て

同

じ

。

）

負

荷

時

電

圧

調

整

器

（

送

電

負

荷

時

電

圧

調

整

器

（

負

荷

時

電

圧

調

整

器

に

附

属

す

る

冷

却

装

置

電

圧

十

七

万

ボ

ル

ト

以

上

の

、

窒

素

封

入

装

置

及

び

タ

ッ

プ

切

換

装

置

を

含

む

。

）

発

電

所

に

係

る

容

量

一

万

キ

ロ

ボ

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

も

の

で

あ

っ

て

、

変

圧

器

に

附

属

し

な

い

も

の

に

限

る

。

以

下

次

号

か

ら

第

六

号

ま

で

に

お

い

て

同

じ

。

）

負

荷

時

電

圧

位

相

調

整

器

（

負

荷

時

電

圧

位

相

調

整

器

（

負

荷

時

電

圧

位

相

調

整

器

に

附

属

す

る

送

電

電

圧

十

七

万

ボ

ル

ト

以

冷

却

装

置

、

窒

素

封

入

装

置

及

び

タ

ッ

プ

切

換

装

置

を

含
む

。

）

上

の

発

電

所

に

係

る

容

量

一

万

キ

ロ

ボ

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

も

の

で

あ

っ

て

、

変

圧

器

に

附

属

し

な

い

も

の

に

限

る

。

以

下

次

号

か

ら

第

六

号

ま

で

に

お

い

て

同

じ

。

）

調

相

機

（

送

電

電

圧

十

七

万

調

相

機

（

調

相

機

に

附

属

す

る

励

磁

装

置

、

冷

却

装

置

及

び

起

動

用

ボ

ル

ト

以

上

の

発

電

所

に

係

電

動

機

を

含

む

。

）

る

容

量

二

万

キ

ロ

ボ

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

も

の

に

限

る

。

以

下

次

号

か

ら

第

六

号

ま

で

に

お

い

て

同

じ

。

）
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電

力

用

コ

ン

デ

ン

サ

ー

（

送

電

力

用

コ

ン

デ

ン

サ

ー

電

電

圧

十

七

万

ボ

ル

ト

以

上

の

発

電

所

に

係

る

容

量

一

万

キ

ロ

ボ

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

群

に

属

す

る

も

の

に

限

る

。

以

下

次

号

か

ら

第

六

号

ま

で

に

お

い

て

同

じ

。

）

分

路

リ

ア

ク

ト

ル

及

び

限

流

分

路

リ

ア

ク

ト

ル

及

び

限

流

リ

ア

ク

ト

ル

リ

ア

ク

ト

ル

（

送

電

電

圧

十

七

万

ボ

ル

ト

以

上

の

発

電

所

に

係

る

容

量

一

万

キ

ロ

ボ

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

も

の

に

限

る

。

以

下

次

号

か

ら

第

六

号

ま

で

に

お

い

て

同

じ

。
）

周

波

数

変

換

機

器

（

容

量

十

周

波

数

変

換

装

置

五

万

キ

ロ

ボ

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

も

の

に

限

る

。

以

下

次

号

か

ら

第

七

号

ま

で

に

お

い

て

同

じ

。

）

整

流

機

器

（

容

量

十

五

万

キ

直

流

電

源

用

整

流

器

ロ

ボ

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

直

流

電

源

用

の

も

の

で

あ

っ

て

、

電

気

鉄

道

用

の

直

流

電

源

用

整

流

器

を

除

く

。

以

下

次

号

か

ら

第

七

号

ま

で

に

お

い

て

同

じ

。

）
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遮

断

器

（

電

圧

十

七

万

ボ

ル

遮

断

器

ト

以

上

の

送

電

線

引

出

口

の

も

の

で

あ

っ

て

、

送

電

線

引

出

口

の

遮

断

器

に

附

属

す

る

消

弧

装

置

及

び

空

気

圧

縮

装

置

を

含

む

。

以

下

次

号

か

ら

第

七

号

ま

で

に

お

い

て

同

じ

。

）

二

火

力

発

電

所

主

要

電

気

工

作

物

主

設

備

蒸

気

タ

ー

ビ

ン

タ

ー

ビ

ン

（

ケ

ー

シ

ン

グ

、

仕

切

板

ノ

ズ

ル

、

車

軸

、

円

板

、

羽

根

及

び

軸

受

を

含

む

。

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

、

調

速

装

置

、

非

常

調

速

装

置

、

主

蒸

気

管

（

安

全

弁

を

含

む

。

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

、

再

熱

蒸

気

管

（

安

全

弁

を

含

む

。

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

、

気

筒

連

絡

管

（

安

全

弁

を

含

む

。

）

、

工

場

送

気

管

（

安

全

弁

を

含

む

。

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

、

復

水

管

（

安

全

弁

を

含

む

。

）

及

び

給

水

管

（

安

全

弁

を

含

む

。

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

、

主

蒸

気

止

め

弁

並

び

に

熱

交

換

器

（

高

圧

給

水

加

熱

器

、

低

圧

給

水

加

熱

器

、

脱

気

器

、

グ

ラ

ン

ド

蒸

気

復

水

器

、

蒸

気

式

空

気

抽

出

器

及

び

復

水

予

熱

器

、

ス

チ

ー

ム

コ

ン

バ

ー

タ

、

エ

バ

ポ

レ

ー

タ

、

空

気

冷

却

式

コ

ン

デ

ン

サ

並

び

に

各

設

備

に

附

属

す

る

安

全

弁

を

含

む

。

以

下

ガ

ス

タ

ー

ビ

ン

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）
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ボ

イ

ラ

ー

胴

、

管

寄

せ

、

火

炉

、

蒸

気

だ

め

、

給

水

ポ

ン

プ

、

再

熱

器

管

、

連

絡

管

、

給

水

管

、

主

蒸

気

管

、

再

熱

蒸

気

管

、

過

熱

器

管

、

節

炭

器

管

及

び

工

場

送

気

管

、

安

全

弁

、

熱

交

換

器

（

ス

チ

ー

ム

コ

ン

バ

ー

タ

、

貫

流

ボ

イ

ラ

ー

の

起

動

用

ウ

オ

ー

タ

セ

パ

レ

ー

タ

、

フ

ラ

ッ

シ

ュ

タ

ン

ク

及

び

各

設

備

に

附

属

す

る

安

全

弁

を

含

む

。

）

、

空

気

圧

縮

機

（

空

気

だ

め

及

び

空

気

だ

め

の

安

全

弁

を

含

む

。

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

及

び

ガ

ス

圧

縮

機

（

ガ

ス

だ

め

及

び

ガ

ス

だ

め

の

安

全

弁

を

含

む

。

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

、

独

立

節

炭

器

及

び

空

気

予

熱

器

並

び

に

通

風

機

独

立

過

熱

器

ボ

イ

ラ

ー

の

主

設

備

の

欄

に

準

ず

る

も

の

蒸

気

貯

蔵

器

ボ

イ

ラ

ー

の

主

設

備

の

欄

に

準

ず

る

も

の

蒸

気

井

蒸

気

井

ガ

ス

タ

ー

ビ

ン

タ

ー

ビ

ン

、

調

速

装

置

及

び

非

常

調

速

装

置

、

空

気

圧

縮

機

及

び

ガ

ス

圧

縮

機

、

燃

焼

器

か

ら

タ

ー

ビ

ン

、

空

気

圧

縮

機

か

ら

燃

焼

器

及

び

空

気

圧

縮

機

か

ら

タ

ー

ビ

ン

に

至

る

配

管

（

安

全

弁

を

含

む

。

）

並

び

に

熱

交

換

器

及

び

ガ

ス

発

生

器

内

燃

機

関

内

燃

機

関

（

気

筒

、

ピ

ス

ト

ン

、

ピ

ス

ト

ン

棒

及

び

連

接

棒

、

ク

ラ

ン

ク

軸

、

は

ず

み

車

、

軸

受

、

弁

並

び

に

減

速

機

及

び

増

速

機

を

含

む

。
）

並

び

に

調

速

装

置
及

び

非

常

調

速

装

置

燃

料

設

備

廃

棄

物

固

形

化

燃

料

を

貯

蔵

す

る

設

備

、

油

タ

ン

ク

及

び

ガ

ス

タ

ン

ク

、

液

化

ガ

ス

用

貯

槽

（

安

全

弁

を

含

む

。

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

、

液

化

ガ

ス

用

気

化

器

（

安

全

弁

を

含

む

。

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

並

び

に

ガ

ス

用

又

は

液

化

ガ

ス

用

の

外

径

百

五

十

ミ

リ

メ

ー

ト

ル

以

上

の

配

管

及

び

導

管
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ば

い

煙

処

理

設

備

空

気

圧

縮

機

、

通

風

機

、

破

砕

機

及

び

摩

砕

機

液

化

ガ

ス

設

備

（

液

化

ガ

ス

液

化

ガ

ス

用

貯

槽

、

液

化

ガ

ス

用

気

化

器

、

液

化

ガ

ス

用

容

器

（

安

用

燃

料

設
備

を

除

く

。

）

全

弁

を

含

む

。

）

並

び

に

液

化

ガ

ス

用

の

外

径

百

五

十

ミ

リ

メ

ー

ト

ル

以

上

の

配

管

及

び

導

管

ガ

ス

化

炉

設

備

ガ

ス

化

炉

、

蒸

気

発

生

器

及

び

ボ

イ

ラ

ー

の

主

設

備

の

欄

に

準

ず

る

も

の

発

電

機

前

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

（

揚

水

式

発

電

用

の

発

電

電

動

機

を

除

く

。

）

変

圧

器

前

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

負

荷

時

電

圧

調

整

器

前

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

負

荷

時

電

圧

位

相

調

整

器

前

号

の

水

力

発

電

所
の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

調

相

機

前

号
の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

電

力

用

コ

ン

デ

ン

サ

ー

前

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

分

路

リ

ア

ク

ト

ル

及

び

限

流

前

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

リ

ア

ク

ト

ル

周

波

数

変

換

機

器

前

号

の

水

力

発

電

所
の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

整

流

機

器

前

号
の

水

力

発

電

所
の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の
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遮

断

器

前

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

三

原

子

力

発

電

工

作

物

主

要

電

気

工

作

物

主

設

備

原

子

力

炉

本

体

電

気

事

業

法

施

行

規

則

（

平

成

七

年

通

商

産

業

省

令

第

七

十

七

号

。

以

下

「

施

行

規

則

」

と

い

う

。

）

別

表

第

三

第

二

号

（

三

）

１

の

項

中

欄

に

掲

げ

る

設

備

原

子

炉

冷

却

材

系

統

設

備

施

行

規

則

別

表

第

三

第

二

号
（

三

）

２

の

項

中

欄

に

掲

げ

る

設

備

計

測

制

御

系

統

設

備

施

行

規

則

別

表

第

三

第

二

号

（

三

）

３

の

項

中

欄

に
掲

げ

る

設

備

燃

料

設

備

施

行

規

則

別

表

第

三

第

二

号

（

三

）

４

の

項

中

欄

に

掲

げ

る

設

備

放

射

線

管

理

設

備

施

行

規

則

別

表

第

三

第

二

号

（

三

）

５

の

項

中

欄

に

掲

げ

る

設

備

廃

棄

設

備

施

行

規

則

別

表

第

三

第

二

号

（

三

）

６

の

項

中

欄

に

掲

げ

る

設
備

原

子

炉

格

納

施

設

施

行

規

則

別

表

第

三

第

二

号

（

三

）

７

の

項

中

欄

に

掲

げ

る

設

備

排

気

筒

施

行

規

則

別

表

第

三

第

二

号

（

三

）

８

の

項

中

欄

に
掲

げ

る

設

備

蒸

気

タ

ー

ビ

ン

施

行

規

則

別

表

第

三

第

二

号

（

三

）

９

の

項

中

欄

に
掲

げ

る

設

備

補

助

ボ

イ
ラ

ー

施

行

規

則

別

表

第

三

第

二

号

（

三

）

の

項

中

欄

に

掲

げ

る

設

備

10

補

助

ボ

イ

ラ

ー

に

属

す

る

燃

施

行

規

則

別

表

第

三

の

一

の

（

三

）

の

の

中

欄

に

掲

げ

る

も
の

11

料

設

備
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補

助

ボ

イ

ラ

ー

に

属

す

る

ば

施

行

規

則

別

表

第

三

の

一

の

（

三

）

の

の

中

欄

に
掲

げ

る

も

の

12

い

煙

処

理

設

備

発

電

機

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

（

揚

水

式

発

電

用

の

発

電

電

動

機

を

除

く

。
）

変

圧

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に
掲

げ

る

も

の

負

荷

時

電

圧

調

整

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

負

荷

時

電

圧

位

相

調

整

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設
備

の

欄

に

掲

げ

る

も
の

調

相

機

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も
の

電

力

用

コ

ン

デ

ン

サ

ー

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

分

路

リ

ア

ク

ト

ル

及

び

限

流

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に
掲

げ

る

も

の

リ

ア

ク

ト

ル

周

波

数

変

換

機

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

整

流

機

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設
備

の

欄

に

掲

げ

る

も
の

遮

断

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も
の

四

燃
料
電
池
発
電
所

主

要

電

気

工

作

物

主

設

備
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燃

料

電

池

設

備

（

出

力

五

百

燃

料

電

池

、

容

器

、

熱

交

換

器

、

改

質

器

及

び

気

化

器

、

安

全

弁

、

キ

ロ

ワ

ッ

ト

以

上

の

も

の

に

燃

料

貯

蔵

設

備

、

液

体

窒

素

用

貯

槽

、

窒

素

用

ガ

ス

だ

め

並

び

に

管

限

る

。

）

変

圧

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

負

荷

時

電

圧

調

整

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に
掲

げ

る

も

の

負

荷

時

電

圧

位

相

調

整

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

調

相

機

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

電

力

用

コ

ン

デ

ン

サ

ー

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設
備

の

欄

に

掲

げ

る

も
の

分

路

リ

ア

ク

ト

ル

及

び

限

流

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

リ

ア

ク

ト

ル

周

波

数

変

換

機

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に
掲

げ

る

も

の

整

流

機

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

遮

断

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設
備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

逆

変

換

装

置

（

容

量

五

百

キ

逆

変

換

装

置

又

は

イ

ン

バ

ー

タ

ロ

ボ

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

も

の

に

限

る

。

以

下

次

号

及

び

第

六

号

に

お

い

て

同

じ

。

）五

太
陽
電
池
発
電
所
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主

要

電

気

工

作

物

主

設

備

太

陽

電

池

（

出

力

五

百

キ

ロ

太

陽

電

池

モ

ジ

ュ

ー

ル

及

び

支

持

物

ワ

ッ

ト

以

上

の

も

の

に

限

る

。

）

変

圧

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に
掲

げ

る

も

の

負

荷

時

電

圧

調

整

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

負

荷

時

電

圧

位

相

調

整

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設
備

の

欄

に

掲

げ

る

も
の

調

相

機

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も
の

電

力

用

コ

ン

デ

ン

サ

ー

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

分

路

リ

ア

ク

ト

ル

及

び

限

流

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に
掲

げ

る

も

の

リ

ア

ク

ト

ル

周

波

数

変

換

機

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

整

流

機

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設
備

の

欄

に

掲

げ

る

も
の

遮

断

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も
の

逆

変

換

装

置

前

号

の

燃

料

電

池

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

六

風

力

発

電

所
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主

要

電

気

工

作

物

主

設

備

風

力

機

関

（

出

力

五

百

キ

ロ

風

車

、

支

持

物

並

び

に

調

速

装

置

及

び

非

常

用

調

速

装

置

ワ

ッ

ト

以

上

の

も

の

に

限

る

。

）

発

電

機

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

（

揚

水

式

発

電

用

の

発

電

電

動

機

を

除

く

。

）

変

圧

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

負

荷

時

電

圧

調

整

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設
備

の

欄

に

掲

げ

る

も
の

負

荷

時

電

圧

位

相

調

整

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

調

相

機

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に
掲

げ

る

も

の

電

力

用

コ

ン

デ

ン

サ

ー

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に
掲

げ

る

も

の

分

路

リ

ア

ク

ト

ル

及

び

限

流

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

リ

ア

ク

ト

ル

周

波

数

変

換

機

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設
備

の

欄

に

掲

げ

る

も
の

整

流

機

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

遮

断

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に
掲

げ

る

も

の

逆

変

換

装

置

第

四

号

の

燃

料

電

池

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の



- 13 -

七

変

電

所

主

要

電

気

工

作

物

主

設

備

変

圧

器

（

受

電

所

に

設

置

さ

変

圧

器

（

変

圧

器

に

附

属

す

る

冷

却

装

置

、

窒

素

封

入

装

置

及

び

電

れ

る

も

の

あ

っ

て

は

、

電

圧

圧

調

整

装

置

を

含

む

。

）

十

万

ボ

ル

ト

以

上

か

つ

容

量

一

万

キ

ロ

ボ

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

も

の

に

限

る

。

）

負

荷

時

電

圧

調

整

器

（

電

圧

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設
備

の

欄

に

掲

げ

る

も
の

十

七

万

ボ

ル

ト

以

上

の

変

電

所

に

係

る

容

量

一

万

キ

ロ

ボ

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

も

の

に

限

る

。
）

負

荷

時

電

圧

位

相

調

整

器

（

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に
掲

げ

る

も

の

電

圧

十

七

万

ボ

ル

ト

以

上

の

変

電

所

に

係

る

容

量

一

万

キ

ロ

ボ

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

も

の

に

限

る

。

）

調

相

機

（

電

圧

十

七

万

ボ

ル

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も
の

ト

以

上

の

変

電

所

に

係

る

容

量

二

万

キ

ロ

ボ

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

も

の

に

限

る

。

）

電

力

用

コ

ン

デ

ン

サ

ー

（

電

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に
掲

げ

る

も

の
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圧

十

七

万

ボ

ル

ト

以

上

の

変

電

所

に

係

る

容

量

一

万

キ

ロ

ボ

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

群

に

属

す

る

も

の

に

限

る

。
）

分

路

リ

ア

ク

ト

ル

及

び

限

流

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

リ

ア

ク

ト

ル

（

送

電

電

圧

十

七

万

ボ

ル

ト

以

上

の

変

電

所

に

係

る

容

量

一

万

キ

ロ

ボ

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

も

の

に

限

る

。

）

周

波

数

変

換

機

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設
備

の

欄

に

掲

げ

る

も
の

整

流

機

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に

掲

げ

る

も

の

遮

断

器

第

一

号

の

水

力

発

電

所

の

主

設

備

の

欄

に
掲

げ

る

も

の

八

送

電

線

路

主

要

電

気

工

作

物

主

設

備

電

線

（

ケ

ー

ブ

ル

を

含

み

、

電

線

（

Ｏ

Ｆ

ケ

ー

ブ

ル

に

あ

っ

て

は

、

そ

の

圧

油

装

置

を

含

む

。

）

電

圧

十

七

万

ボ

ル

ト

以

上

の

送

電

線

路

の

も

の

に

限

る

。

）支

持

物

（

電

圧

十

七

万

ボ

ル

木

柱

、

鉄

柱

、

鉄

筋

コ

ン

ク

リ

ー

ト

柱

及

び

鉄

塔

並

び

に

電

線

支

持

ト

以

上

の

送

電

線

路

の

も

の

が

い

し

に

限

る

。

）
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遮

断

器

（

電

圧

十

七

万

ボ

ル

遮

断

器

（

送

電

線

引

出

口

の

遮

断

器

に

附

属

す

る

消

弧

装

置

及

び

空

ト

以

上

の

開

閉

所

の

送

電

線

気

圧

縮

装

置

を

含

む

。

）

引

出

口

の

も

の

に

限

る

。
）

九

需

要

設

備

主

要

電

気

工

作

物

主

設

備

遮

断

器

（

他

の

者

が

設

置

す

遮

断

器

る

電

気

工

作

物

と

電

気

的

に

接

続

す

る

た

め

の

受

電

電

圧

一

万

ボ

ル

ト

以

上

の

も

の

に

限

る

。

）

変

圧

器

（

電

圧

一

万

ボ

ル

ト

変

圧

器

及

び

配

電

用

変

圧

器

（

変

圧

器

又

は

配

電

用

変

圧

器

に

附

属

以

上

か

つ

容

量

一

万

キ

ロ

ボ

す

る

冷

却

装

置

、

窒

素

封

入

装

置

、

電

圧

調

整

装

置

及

び

タ

ッ

プ

切

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

も

の

換

装

置

を

含

む

。

）

に

限

る

。

た

だ

し

、

放

電

灯

用

変

圧

器

、

試

験

用

変

圧

器

等

の

特

殊

用

途

に

供

さ

れ

る

も

の

を

除

く

。

）

周

波

数

変

換

機

器

（

電

圧

一

周

波

数

変

換

機

器

万

ボ

ル

ト

以

上

か

つ

容

量

一

万

キ

ロ

ボ

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

も

の

に

限

る

。

）

整

流

機

器

電

圧

一

万

ボ

ル

整

流

機

器

（
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ト

以

上

か

つ

容

量

一

万

キ

ロ

ボ

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

も

の

に

限

る

。

）

電

力

用

コ

ン

デ

ン

サ

ー

（

電

電

力

用

コ

ン

デ

ン

サ

ー

圧

一

万

ボ

ル

ト

以

上

か

つ

容

量

一

万

キ

ロ

ボ

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

群

に

属

す

る

も

の

に

限

る

。

）

調

相

機

電

圧

一

万

ボ

ル

ト

調

相

機

（

調

相

機

に

附

属

す

る

冷

却

装

置

及

び

起

動

用

電

動

機

を

含

（

以

上

か

つ

容

量

一

万

キ

ロ

ボ

む

。

）

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

も

の

に

限

る

。

）

分

路

リ

ア

ク

ト

ル

電

圧

一

分

路

リ

ア

ク

ト

ル

（

万

ボ

ル

ト

以

上

か

つ

容

量

一

万

キ

ロ

ボ

ル

ト

ア

ン

ペ

ア

以

上

の

も

の

に

限

る

。

）

電

線

路

の

電

線

（

ケ

ー

ブ

ル

電

線

（

Ｏ

Ｆ

ケ

ー

ブ

ル

に

あ

っ

て

は

、

そ

の

圧

油

装

置

を

含

む

。

）

を

含

み

、

電

圧

五

万

ボ

ル

ト

、

木

柱

、

鉄

柱

、

鉄

筋

コ

ン

ク
リ

ー

ト

柱

及

び

鉄

塔

並

び

に

が

い

し

以

上

の

電

線

路

の

も

の

に

限

る

。

）

及

び

支

持

物

（

電

圧

五

万

ボ

ル

ト

以

上

の

電

線

路

の

も

の

に

限

る

。

）


